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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側に遊技領域が画成される板部材および該板部材の裏側に取付けられる裏ユニットを
有する遊技盤と、前記板部材に配設されて遊技領域を流下する遊技球を該遊技領域におけ
る横部分に開口する球導入口を介して一時的に受け入れて排出する装飾部材と、前記球導
入口が開口する遊技領域における横部分に配設されて該遊技領域を流下する遊技球を検出
可能なゲートセンサを有するゲートとを備える遊技機において、
　前記裏ユニットは、前側に開口する箱状に形成されて、前端に外方へ向けて延在するフ
ランジ部を前記板部材の裏面に固定することで該板部材に取り付けられる箱状部を備え、
該箱状部は、板部材との間に装置の設置空間を画成し、
　前記箱状部には、前記球導入口が開口する遊技領域における横部分の後方に臨む位置に
おいて前記設置空間の外側に延在する前記フランジ部にセンサ設置部が設けられ、
　前記センサ設置部に、一対のリード片をケーシング内に接離可能に対向配置して構成さ
れた磁気センサが、該リード片の延在方向を前記板部材の裏面に沿わせる姿勢で設置され
、
　前記センサ設置部は、設置された前記磁気センサの磁気検出可能範囲が、前記球導入口
およびゲートに及ぶ位置に設けられている
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ゲートは、前記球導入口より上方位置に配設され、
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　前記センサ設置部に位置決め固定された前記磁気センサは、前記球導入口の側方におい
てリード片の延在方向が上下方向となる縦向き姿勢で設置される請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記センサ設置部は、前記板部材の裏面に沿って延在する前壁およびこの前壁から後方
へ延出する側壁からなり、後方に開口して磁気センサを収容可能な収容部と、該収容部に
収容した磁気センサのケーシングに係脱自在に係合して該磁気センサを保持する保持片と
を備える請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記センサ設置部は、前記板部材の前面に配設されて前記遊技領域を画成する案内レー
ルの後側に重なる位置に前記磁気センサを設置すると共に、該板部材の裏面に当接する前
記フランジ部の前面から後退した位置に該磁気センサを位置決めするよう構成された請求
項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記遊技領域における装飾部材より下側に、遊技領域を流下する遊技球が入賞可能な入
賞口を有する入賞装置が配設され、
　前記裏ユニットにおいて前記箱状部の下部に組み付けられた通路形成部における前記入
賞装置より側方の位置に、前記板部材と対向して第２のセンサ設置部が設けられ、
　前記第２のセンサ設置部における後方に開口する収容部に、一対のリード片をケーシン
グ内に接離可能に対向配置して構成された第２の磁気センサが、該リード片の延在方向を
前記板部材の裏面に沿わせると共に該延在方向が左右方向となる横向き姿勢で設置され、
　前記第２のセンサ設置部は、前記通路形成部の裏面に前方に凹設された中継基板設置部
の前部側に形成されて、該中継基板設置部に配設される中継基板で後側が覆われ、
　前記第２のセンサ設置部は、設置された前記第２の磁気センサの磁気検出可能範囲が、
前記入賞装置の入賞口に及ぶ位置に設けられている請求項１～４の何れか一項に記載の遊
技機。
【請求項６】
　前記遊技領域におけるゲートの配設位置より下流側に普通入賞口が設けられ、
　前記遊技領域における横部分は、前記装飾部材より左側にのみ画成されている請求項１
～５の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技領域を流下する遊技球を検出するゲートセンサを有するゲートを遊技
盤に備える遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域に枠状の装飾部材が配設され、該装飾部材に形成した窓口に、機裏側に配設した液晶
式やドラム式等の図柄表示装置の表示部を臨ませると共に、該図柄表示装置による図柄変
動の開始条件を付与する始動入賞装置が遊技領域に配設されている。そして、始動入賞装
置に設けた入賞口へのパチンコ球の入賞に基づいて、前記図柄表示装置で図柄組み合わせ
ゲームやリーチ演出が行なわれ、表示部に所定の図柄が停止表示されたときに、大当り遊
技状態を発生させて、遊技者に多くの賞球を獲得するチャンスを与えるようになっている
。
　前記装飾部材の側部には、遊技領域における横部分に開口して遊技領域を流下するパチ
ンコ球を内部に取り込む球導入口が設けられると共に、該装飾部材の下縁部には、内部に
取り込まれたパチンコ球を左右に転動させた後に、遊技領域に排出するステージが設けら
れている。このステージには、前記始動入賞装置の入賞口に高確率で入賞可能な排出経路
を含め、該入賞口に対する通入確率が異なる複数の排出経路が設定されている。
　また前記パチンコ機では、入賞したパチンコ球を遊技盤に取り込む入賞装置の入賞口だ
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けでなく、遊技領域を流下するパチンコ球が通過可能で、該パチンコ球の通過により入賞
装置の入賞口を塞ぐ羽根を開放する等の所定の遊技演出を行なうゲートセンサを有するゲ
ートが、遊技領域における横部分に設けられている。
　ここで、パチンコ遊技場においては、パチンコ機のガラス面に磁石を近づけて遊技領域
を流下するパチンコ球を始動入賞装置の入賞口に直に誘導したり、あるいは所定箇所に集
めたりする「磁石によるゴト行為」と称される不正行為が行なわれることがある。
　前記磁石による不正行為に対して、例えば特許文献１のパチンコ機では、遊技盤の裏側
に取付けられる集合樋の裏側に磁気センサを配置し、不正行為を意図してガラス面に磁石
を近づけたときに、該磁石の磁気を磁気センサで検出して打球発射装置を停止する等の不
正防止対策を講じるよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６０－４００７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したように近年のパチンコ機では、装飾部材の内部にパチンコ球を取り込む球導入
口の側方に位置する遊技領域における横部分にゲートを設ける盤面構成が主流となってお
り、ゲートや球導入口へパチンコ球を誘導する不正行為に対する対策が求められている。
しかるに、特許文献１のパチンコ機のように、磁気センサを特定入賞口(始動入賞装置の
入賞口)に対応する位置に配置することで、磁石によりパチンコ球を特定入賞口へ直接誘
導する不正行為を検出する構成では、ゲートおよび球導入口に対応する夫々の位置に磁気
センサを設けなければならず、複数の磁気センサが必要となり、コストが嵩む難点が指摘
される。
　また特許文献１のパチンコ機では、高性能の磁気センサを用いることで、集合樋の裏側
に取付けた磁気センサでガラス面に近づけた磁石の磁気を検出できるようにしてあるが、
この場合は磁気センサが高価であるためにコストが嵩むと共に、集合樋から後方に突出す
る磁気センサが他の部材の取付けの障害となる難点もある。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、磁石による不正行為を広範囲に亘って低コストで
検出し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　前側に遊技領域(25)が画成される板部材(26)および該板部材(26)の裏側に取付けられる
裏ユニット(31)を有する遊技盤(24)と、前記板部材(26)に配設されて遊技領域(25)を流下
する遊技球を該遊技領域(25)における横部分に開口する球導入口(36a)を介して一時的に
受け入れて排出する装飾部材(35)と、前記球導入口(36a)が開口する遊技領域(25)におけ
る横部分に配設されて該遊技領域(25)を流下する遊技球を検出可能なゲートセンサ(45)を
有するゲート(44)とを備える遊技機において、
　前記裏ユニット(31)は、前側に開口する箱状に形成されて、前端に外方へ向けて延在す
るフランジ部(53a)を前記板部材(26)の裏面に固定することで該板部材(26)に取り付けら
れる箱状部(53)を備え、該箱状部(53)は、板部材(26)との間に装置の設置空間を画成し、
　前記箱状部(53)には、前記球導入口(36a)が開口する遊技領域(25)における横部分の後
方に臨む位置において前記設置空間の外側に延在する前記フランジ部(53a)にセンサ設置
部(76)が設けられ、
　前記センサ設置部(76)に、一対のリード片(74,74)をケーシング(73)内に接離可能に対
向配置して構成された磁気センサ(71)が、該リード片(74,74)の延在方向を前記板部材(26
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)の裏面に沿わせる姿勢で設置され、
　前記センサ設置部(76)は、設置された前記磁気センサ(71)の磁気検出可能範囲が、前記
球導入口(36a)およびゲート(44)に及ぶ位置に設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１の発明によれば、磁気センサを、板部材の裏面に対向してリード片の延在方向
が板部材の裏面に沿う姿勢で配置することで、１つの磁気センサにより磁石を検出し得る
範囲が広くなるから、複数の磁気センサを用いることなく装飾部材の球導入口およびゲー
トに及ぶ広範囲での磁石による不正行為を検出することが可能となり、コストを低廉に抑
えることができる。また、板部材の裏面に対向して磁気センサを裏ユニットに配設するこ
とで、磁気センサと板部材の前面との離間距離は短かくなるから、検出感度の低い磁気セ
ンサを使用することが可能となり、コストを低減することができる。更に、板部材の裏面
に対向して磁気センサの設置部を裏ユニットに設けたから、遊技盤の後方に磁気センサが
突出することはなく、磁気センサが他の部材の取付けの障害となることはない。
【０００８】
　請求項２に係る発明では、前記ゲート(44)は、前記球導入口(36a)より上方位置に配設
され、
　前記センサ設置部(76)に位置決め固定された前記磁気センサ(71)は、前記球導入口(36a
)の側方においてリード片(74)の延在方向が上下方向となる縦向き姿勢で設置されること
を要旨とする。
　請求項２の発明によれば、磁気センサを縦向き姿勢に配置することで、遊技領域の上下
方向の広い範囲での不正行為を検出することが可能となる。
【０００９】
　請求項３に係る発明では、前記センサ設置部(76)は、前記板部材(26)の裏面に沿って延
在する前壁(76a)およびこの前壁(76a)から後方へ延出する側壁(76b)からなり、後方に開
口して磁気センサ(71)を収容可能な収容部(77)と、該収容部(77)に収容した磁気センサ(7
1)のケーシング(73)に係脱自在に係合して該磁気センサ(71)を保持する保持片(76d)とを
備えることを要旨とする。
　請求項３の発明によれば、磁気センサを収容部に後側から収容するだけで、該磁気セン
サを簡単に位置決め保持することができる。また、磁気センサを収容部に収容することで
、該磁気センサを保護し得る。
【００１０】
　請求項４に係る発明では、前記センサ設置部(76)は、前記板部材(26)の前面に配設され
て前記遊技領域(25)を画成する案内レール(32)の後側に重なる位置に前記磁気センサ(71)
を設置すると共に、該板部材(26)の裏面に当接する前記フランジ部(53a)の前面から後退
した位置に該磁気センサ(71)を位置決めするよう構成されたことを要旨とする。
【００１１】
　請求項５に係る発明では、前記遊技領域(25)における装飾部材(35)より下側に、遊技領
域(25)を流下する遊技球が入賞可能な入賞口(38b,38c)を有する入賞装置(38)が配設され
、
　前記裏ユニット(31)において前記箱状部(53)の下部に組み付けられた通路形成部(54)に
おける前記入賞装置(38)より側方の位置に、前記板部材(26)と対向して第２のセンサ設置
部(78)が設けられ、
　前記第２のセンサ設置部(78)における後方に開口する収容部(79)に、一対のリード片(7
4,74)をケーシング(73)内に接離可能に対向配置して構成された第２の磁気センサ(72)が
、該リード片(74)の延在方向を前記板部材(26)の裏面に沿わせると共に該延在方向が左右
方向となる横向き姿勢で設置され、
　前記第２のセンサ設置部(78)は、前記通路形成部(54)の裏面に前方に凹設された中継基
板設置部(80)の前部側に形成されて、該中継基板設置部(80)に配設される中継基板(83)で
後側が覆われ、
　前記第２のセンサ設置部(78)は、設置された前記第２の磁気センサ(72)の磁気検出可能
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範囲が、前記入賞装置(38)の入賞口(38b,38c)に及ぶ位置に設けられていることを要旨と
する。
　請求項５の発明によれば、装飾部材より下側に設けた入賞装置の入賞口に対する不正行
為を第２の磁気センサで検出することができる。また、２つの磁気センサによって、磁石
による不正行為を遊技領域の広範囲に亘って監視し得る。
【００１２】
　請求項６に係る発明では、前記遊技領域(25)におけるゲート(44)の配設位置より下流側
に普通入賞口(49a)が設けられ、前記遊技領域(25)における横部分は、前記装飾部材(35)
より左側にのみ画成されていることを要旨とする。
　請求項６の発明によれば、装飾部材より左側の遊技領域での不正行為を検出するだけで
よい。
　また、普通入賞口の上流側で遊技球を意図的に集めて遊技釘間に詰まらせる、所謂ぶど
うを形成して普通入賞口に遊技球を入賞し易くする不正行為を、ゲートおよび球導入口に
対する不正行為を検出する磁気センサで併せて検出することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、磁石による不正行為を広範囲に亘って低コストで検出す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係るパチンコ機の背面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤を図柄表示装置を配設した状態で示す背面図である。
【図５】実施例に係る遊技盤を図柄表示装置を取外した状態で示す背面図である。
【図６】実施例に係る遊技盤を図柄表示装置を取外した状態で示す縦断側面図である。
【図７】実施例に係る裏ユニットを各可動演出装置を配設した状態で示す正面図である。
【図８】実施例に係る裏ユニットを図柄表示装置を取外した状態で示す背面図である。
【図９】実施例に係る遊技盤の第１磁気センサの配設部位を示す要部正面図である。
【図１０】実施例に係る遊技盤の第１磁気センサの配設部位を示す要部背面図である。
【図１１】実施例に係る遊技盤の第１磁気センサの配設部位を示す要部縦断側面図である
。
【図１２】実施例に係る遊技盤の第１磁気センサの配設部位を示す要部横断平面図である
。
【図１３】実施例に係る遊技盤の第２磁気センサの配設部位を示す要部正面図である。
【図１４】実施例に係る遊技盤の第２磁気センサの配設部位を示す要部背面図である。
【図１５】実施例に係る遊技盤の第２磁気センサの配設部位を示す要部縦断側面図である
。
【図１６】実施例に係る裏ユニットの通路形成部における第２磁気センサの配設部位を示
す要部正面図である。
【図１７】実施例に係る裏ユニットの通路形成部における第２磁気センサの配設部位を示
す要部背面図である。
【図１８】実施例に係る裏ユニットを前側から視た分解斜視図である。
【図１９】実施例に係る裏ユニットを後側から視た分解斜視図である。
【図２０】実施例に係る遊技盤の要部縦断側面図である。
【図２１】実施例に係る磁気センサを示す説明図である。
【図２２】実施例に係るパチンコ機の主要な制御ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
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下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤
２４(図３参照)を着脱可能に保持された本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に
組付けられて、該遊技盤２４の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置１
３が着脱し得るよう配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２４
を透視保護するガラス板１４ａ(図１１,図１２,図１５,図２０参照)を備えた装飾枠とし
ての前枠１４が開閉可能に組付けられ、遊技盤２４の前面(後述する板部材２６の前面)と
ガラス板１４ａとは予め設定された距離だけ離間する位置に臨むよう構成される。前枠１
４の下方にパチンコ球(遊技球)を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付けられると共
に、前記前枠１４の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１６が一体的に組付け
られており、前枠１４の開閉に合わせて上球受け皿１６も一体的に開閉するよう構成され
る。
【００１７】
　前記中枠１２の裏側下部には、前記上下の球受け皿１５,１６に連通する球供給路およ
び設置枠台に設けた球回収樋に連通する球排出路が夫々形成されたセット部材１７が配設
されている。このセット部材１７には、図２に示すように、パチンコ機１０の電源制御を
行なう電源装置１８、球払出し装置１９を駆動制御する払出し制御装置２０、打球発射装
置を駆動制御する発射制御装置２１、外部端末に接続されるインターフェース基板２２等
が配設される。なお、これらの各装置１８,２０,２１,２２は、前記遊技盤２４の裏側に
配設される主制御装置２３に配線接続され、該主制御装置２３からの制御信号に基づいて
所定の制御を実行するようになっている。
【００１８】
(遊技盤について)
　前記中枠１２に配設される前記遊技盤２４は、図３または図６に示すように、前面(盤
面)にパチンコ球が流下可能な遊技領域２５が画成され、合板等の木製で平板状の板部材
２６と、該板部材２６の裏面に組付けられて前記図柄表示装置１３が着脱可能に配設され
ると共に、複数の可動演出装置２７,２８,２９や発光演出装置３０が配設される裏ユニッ
ト３１とから構成され、該裏ユニット３１に形成された前後に開口する開口部(可視部)３
１ａを介して図柄表示装置１３の表示部を前面側から視認し得るよう構成されている。裏
ユニット３１に形成される開口部３１ａは、図７に示す如く、該裏ユニット３１の上下お
よび左右幅の大部分が開口する大型の開口部であって、該開口部３１ａの周囲に前記可動
演出装置２７,２８,２９や発光演出装置３０(図３,図７参照)が配設されている。なお、
実施例の板部材２６は、一定の厚み寸法(１０ｍｍ)の平板状に形成される。
【００１９】
(板部材について)
　図１または図３に示すように、前記板部材２６の前面には、円弧状に形成した案内レー
ル３２が配設されると共に、該案内レール３２の右方位置に、左端縁が右方に凹む円弧状
に形成した第１盤面飾り部材３３が配設されている。そして、前記案内レール３２および
第１盤面飾り部材３３により前記遊技領域２５が画成され、図示しない打球発射装置から
発射されたパチンコ球は、案内レール３２で案内されて板部材２６の左縁部を上方に移動
し、遊技領域２５の左側上部に打ち込まれる。また、前記板部材２６の盤面には、前記案
内レール３２の左方(遊技領域２５の外側)の上下位置に第２盤面飾り部材３４が夫々が配
設されている。更に、板部材２６の遊技領域２５には、前記裏ユニット３１に形成された
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開口部３１ａの前側に前後に貫通する貫通口(可視部)２６ａが形成されており、裏ユニッ
ト３１に形成された開口部３１ａおよび板部材２６の貫通口２６ａから遊技盤２４の可視
部が構成される。
【００２０】
(装飾部材について)
　前記板部材２６に形成されている前記貫通口２６ａに対し、前後に開口する枠状の装飾
部材３５が配設される。すなわち、前記裏ユニット３１の開口部３１ａから臨む前記図柄
表示装置１３の表示部は、前記装飾部材３５における前後に開口する窓口３５ａを介して
板部材２６の前側に露出して、該図柄表示装置１３の表示部で展開される図柄変動演出を
前側から視認し得るようになっている。実施例では、装飾部材３５の窓口３５ａに対応す
る領域が、図柄表示装置１３の表示部を前側から視認可能とする遊技盤２４の可視部と対
応している。また、装飾部材３５には、上縁部から左右両縁部に亘り、板部材２６より前
面に突出する円弧状の庇状部３５ｂが設けられており、前記遊技領域２５に打ち出された
パチンコ球が装飾部材３５の窓口３５ａを横切って流下するのを該庇状部３５ｂで規制し
ている。更に、装飾部材３５は、図３に示す如く、前記案内レール３２および第１盤面飾
り部材３３の内側に画成される領域の上部における左右方向の略中央から右側の部分およ
び右側部の略全てを覆うように配置されて、実施例の遊技盤２４においてパチンコ球が流
下可能な前記遊技領域２５は、装飾部材３５より左側と下側にのみ画成される。すなわち
、前記打球発射装置から発射されて遊技領域２５の左側上部に打ち込まれたパチンコ球は
、全て遊技領域２５における装飾部材３５より左側の横部分を流下するようになっている
。
【００２１】
　前記装飾部材３５には、図３または図１２に示す如く、窓口３５ａの左側に、遊技領域
２５における横部分に開口する球導入口３６ａを介して該遊技領域２５を流下するパチン
コ球を内部に受け入れる球通路部３６が設けられる。また装飾部材３５には、窓口３５ａ
の下側に、前記球通路部３６に左端部で接続して該球通路部３６から通出されたパチンコ
球を左右に転動可能なステージ３７が配設されており、該ステージ３７から遊技領域２５
における下部分(装飾部材３５の下側部分)に排出されたパチンコ球が、後述する始動入賞
装置３８の始動入賞口３８ｂ,３８ｃ、特別入賞装置３９の特別入賞口３９ｂまたは普通
入賞口４９ａ,４９ｂ等に入賞可能に構成される。なお、ステージ３７には、始動入賞装
置３８の真上にパチンコ球を排出する始動入賞口３８ｂ,３８ｃへのパチンコ球の入賞確
率が高い排出路等が設けられており、球導入口３６ａを介してステージ３７に取り込まれ
たパチンコ球は、遊技領域２５の横部分から下部分へ直接流下するパチンコ球に比べて始
動入賞口３８ｂ,３８ｃへのパチンコ球の入賞確率が高いと云える。
【００２２】
(入賞装置について)
　前記板部材２６には、前記装飾部材３５より下方の遊技領域２５における下部分に、該
遊技領域２５を流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置(入賞装置)３８や特別入賞
装置３９が配設されている。また、板部材２６には、特別入賞装置３９の左右両側に、後
述する普通入賞口４９ａ,４９ｂが夫々が設けられている。
【００２３】
　前記始動入賞装置３８は、図３または図１３に示す如く、前記板部材２６の前面にネジ
固定される第１取付ベース板３８ａの前面側に、前記遊技領域２５を流下するパチンコ球
が入賞可能な上下の始動入賞口(入賞口)３８ｂ,３８ｃが設けられる。そして、前記始動
入賞装置３８の始動入賞口３８ｂ,３８ｃへ入賞したパチンコ球が始動入賞センサ４０(図
５,図２２参照)で検出されることで、図柄表示装置１３の表示部で図柄変動が開始される
と共に、所定数(例えば５個)のパチンコ球が賞球として前記上下の球受け皿１５,１６に
払い出されるようになっている。なお、前記下側の始動入賞口３８ｃを挟む左右位置には
、相互に近接および離間するよう揺動可能な一対の羽根部材４１,４１が設けられており
、第１取付ベース板３８ａの後面側に固定された装置本体に設けたソレノイドの駆動によ
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り羽根部材４１,４１を揺動することで、下側の始動入賞口３８ｃが開閉されるようにな
っている。始動入賞装置３８の始動入賞口３８ｂ,３８ｃについて、区別する場合には上
側のものを上部始動入賞口３８ｂと指称すると共に、下側のものを下部始動入賞口３８ｃ
と指称する。
【００２４】
　前記特別入賞装置３９は、板部材２６の前面にネジ固定される第２取付ベース板３９ａ
に、前後に開口する横長の特別入賞口３９ｂが開設されると共に、該第２取付ベース板３
９ａの後面側に、該特別入賞口３９ｂを介してパチンコ球が入賞可能な入賞空間が形成さ
れた装置本体が設けられている。また、前記特別入賞口３９ｂを開閉自在に閉成する開閉
扉４２を装置本体に設けたソレノイドの駆動により開閉することで、特別入賞口３９ｂが
開閉されるようになっている。そして、前記図柄表示装置１３で行なわれる図柄変動演出
の結果、該図柄表示装置１３に所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の三つ揃い等)で図
柄が停止表示されることで所謂「大当り」が発生し、これにより特別入賞装置３９の特別
入賞口３９ｂが開放され、該特別入賞口３９ｂに入賞したパチンコ球が特別入賞センサ４
３(図５,図２２参照)で検出されることで、多数の賞球が上下の下球受け皿１５,１６に払
い出されるよう構成される。なお、始動入賞装置３８および特別入賞装置３９の各装置本
体は、板部材２６に穿設された挿通口２６ｂを介して板部材２６の後方に所定長さで延出
し、両装置本体が裏ユニット３１の後述する収容凹部５６に収容されるようになっている
。
【００２５】
(ゲートについて)
　前記板部材２６の前面には、図３に示す如く、前記装飾部材３５の左側に臨む遊技領域
２５の横部分で前記球導入口３６ａより上方位置に、該遊技領域２５を流下するパチンコ
球が通過可能なゲート４４が配設されている。ゲート４４には、該ゲート４４を通過する
パチンコ球を検出した際に、図示しない普通図柄表示装置における普通図柄の変動表示の
契機となる入球検知信号を出力するゲートセンサ４５が配設される。このゲートセンサ４
５は、前記主制御装置２３に電気的に接続され、該主制御装置２３は、ゲート４４を通過
するパチンコ球をゲートセンサ４５が検出したことを条件として、前記始動入賞装置３８
の羽根部材４１,４１を開放するか否かの抽選を行なうよう設定されている。
【００２６】
(誘導路について)
　前記板部材２６の遊技領域２５には、複数の遊技釘４６が植設されており、遊技領域２
５を流下するパチンコ球は、該遊技釘４６によって流下方向が変更されるようになってい
る。特に、前記装飾部材３５の下側で前記始動入賞装置３８を挟む左右両側の遊技領域２
５には、前記遊技釘４６によって始動入賞装置３８の始動入賞口３８ｂ,３８ｃに向けて
パチンコ球を誘導可能な誘導路４７,４８が夫々形成されている。左右の誘導路４７,４８
の構成は、図３に示すように流路の長さが異なるだけで基本的な構成は同じであるので、
左側の誘導路４７,４８の構成についてのみ説明する。
【００２７】
　前記誘導路４７,４８は、図３または図１３に示す如く、始動入賞装置３８に設けられ
る上下の始動入賞口３８ｂ,３８ｃに対応して上下２段で形成されている。上側に位置す
る上段誘導路４７は、複数の遊技釘４６を、始動入賞装置３８の上部始動入賞口３８ｂに
向けて斜め下方に傾斜する線に沿って基本的にはパチンコ球の直径より小さい間隔(パチ
ンコ球が落下しない間隔)で板部材２６に植設して形成されて、該上段誘導路４７に沿っ
て流下するパチンコ球を上部始動入賞口３８ｂに向けて誘導可能に構成される。また下段
誘導路４８は、始動入賞装置３８の下部始動入賞口３８ｃに向けて斜め下方に傾斜する線
に沿って複数の遊技釘４６を、基本的にはパチンコ球の直径より小さい間隔(パチンコ球
が落下しない間隔)で板部材２６に植設して形成されて、該下段誘導路４８に沿って流下
するパチンコ球を下部始動入賞口３８ｃに向けて誘導可能に構成される。上下の誘導路４
７,４８には、その流路の途中に、隣接する遊技釘４６,４６の間隔をパチンコ球の直径よ
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り大きくすることで誘導路４７,４８に沿って流下するパチンコ球を誘導路外に落下させ
る複数の落下口４７ａ,４８ａが設けられており、該落下口４７ａ,４８ａによって前記上
下の始動入賞口３８ｂ,３８ｃへのパチンコ球の誘導確率を調節するようになっている。
【００２８】
　なお、右側の誘導路４７,４８の基本的な構成は左側の誘導路４７,４８と同じであるが
、前述したように実施例の遊技盤２４では、前記装飾部材３５より右側にはパチンコ球が
流下可能な遊技領域２５が画成されておらず、当該右側の誘導路４７,４８には、前記ス
テージ３７から排出されたパチンコ球のみが到来する。このことから、右側の誘導路４７
,４８の流路の長さは、左側の誘導路４７,４８の流路の半分以下であって、後述する１つ
の右普通入賞口４９ｂの上方をカバーする範囲にのみ設けられる。
【００２９】
（普通入賞口について）
　前記板部材２６には、前記下段誘導路４８の下方位置に、前記特別入賞装置３９を挟む
左右両側に普通入賞口４９ａ,４９ｂが夫々設けられている。実施例では、図３に示す如
く、特別入賞装置３９の左側には３つの左普通入賞口４９ａが、対応する下段誘導路４８
に略沿った階段状となるよう上下および左右に離間して設けられるのに対し、特別入賞装
置３９の右側には１つの右普通入賞口４９ｂが設けられる。そして、普通入賞口４９ａ,
４９ｂに入賞したパチンコ球を、前記裏ユニット３１の後述する球通路５７,５８に設け
た普通入賞センサ５０,５１(図５,図２２参照)が検出することで、所定数(例えば１０個)
の賞球が前記上下の球受け皿１５,１６に払い出されるようになっている。なお、下段誘
導路４８と各普通入賞口４９ａ,４９ｂとの間の遊技領域２５にも複数の遊技釘４６が植
設されて、各普通入賞口４９ａ,４９ｂへのパチンコ球の入賞確率を調節するよう構成さ
れる。
【００３０】
　前記遊技領域２５の最下部、すなわち前記特別入賞装置３９の下側には、前記始動入賞
口３８ｂ,３８ｃ、特別入賞口３９ｂおよび各普通入賞口４９ａ,４９ｂに入賞することな
く流下したパチンコ球を機裏側に排出するアウト口５２が形成されている。
【００３１】
(裏ユニットについて)
　前記裏ユニット３１は、図１８または図１９に示す如く、合成樹脂材から形成されて前
側に開口する箱状に形成された箱状部５３と、該箱状部５３とは別体で合成樹脂材から形
成されて該箱状部５３の下部に着脱自在に組付けられる通路形成部５４とを有する。箱状
部５３の略中央位置に前記開口部３１ａが開設されると共に、該箱状部５３の裏面には、
前記図柄表示装置１３が着脱自在に装着される装着部５５が設けられ、図柄表示装置１３
は、表示部を開口部３１ａに臨ませた状態で装着部５５に装着される。
【００３２】
　前記箱状部５３の上および左右の３辺の前端に、外方または内方に向けて前記板部材２
６と平行に延在する複数のフランジ部５３ａが夫々形成されると共に、前記通路形成部５
４の下および左の２辺の前端には、外方に向けて前記板部材２６と平行に延在する複数の
フランジ部５４ａが夫々形成されており、該通路形成部５４のフランジ部５４ａにおける
前面は、箱状部５３に組付けた状態で該箱状部５３のフランジ部５３ａの前面と同一面に
臨むよう設定される。そして、裏ユニット３１は、箱状部５３の上および左右のフランジ
部５３ａの前面および通路形成部５４の下および左のフランジ部５４ａの前面を夫々前記
板部材２６の裏面に当接した状態で、各フランジ部５３ａ,５４ａを板部材２６にねじ止
めすることで板部材２６の裏面に位置決め固定される。なお、板部材２６の裏面に裏ユニ
ット３１を位置決め固定した状態で、該板部材２６の裏面と箱状部５３における開口部３
１ａの外周囲との間に所要の設置空間が画成され、該設置空間に前記複数の可動演出装置
２７,２８,２９や発光演出装置３０が配置されて、遊技盤２４を装飾するようになってい
る。
【００３３】
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(通路形成部について)
　前記通路形成部５４における左右方向の略中央には、前記始動入賞装置３８および特別
入賞装置３９における板部材２６から後方に突出する装置本体を収容する収容凹部５６が
画成されている。また通路形成部５４には、図７に示す如く、収容凹部５６を挟む左右両
側の前面に、前記板部材２６に設けた左右の普通入賞口４９ａ,４９ｂに対応する球通路
５７,５８が形成されて、各普通入賞口４９ａ,４９ｂに入賞したパチンコ球を球通路５７
,５８を介して遊技盤２４の下方へ排出案内するよう構成される。
【００３４】
　前記箱状部５３における装着部５５の下縁から下方に延出する設置壁５９の裏面には、
ネジ孔が形成された突部６０が複数箇所に突設されている。これに対し、通路形成部５４
には、箱状部５３の各突部６０と対応する位置に、該突部６０が挿脱可能な前側に開口す
る有底の孔部６１が設けられると共に、該孔部６１の底を画成する壁には前後に貫通する
通孔が形成される。そして、各突部６０を対応する孔部６１に嵌挿したもとで、通孔に挿
通したネジをネジ孔に螺挿することで、箱状部５３と通路形成部５４とは、設置壁５９の
裏側に通路形成部５４が一部前後に重なる状態で位置決め固定される。
【００３５】
　前記箱状部５３と通路形成部５４との重なり部は、図２０に示す如く、具体的には箱状
部５３の設置壁５９と通路形成部５４における前記収容凹部５６の後側を画成する後壁６
３の上部とが前後に重なって構成され、両壁５９,６３の間に、箱状部５３に配設された
可動演出装置２７,２８,２９や発光演出装置３０から導出する配線６４を引き回し可能な
配線用空間(空間)６５が左右方向に延在するように形成される。また、設置壁５９の裏面
には、配線用空間６５に臨む位置に複数の配線フック５９ａが形成されて、配線用空間６
５内を引き回される配線６４を配線フック５９ａに係止するよう構成される。なお、通路
形成部５４の後壁６３における設置壁５９との重なり部に臨む上端縁および左右端縁には
前方に延出する補強用のリブ６３ａが形成され、該リブ６３ａの前端と設置壁５９との間
には隙間が形成され、該隙間を介して配線用空間６５に対する配線６４の引き込みおよび
引き出しが行なわれるようになっている。また箱状部５３の設置壁５９における後壁６３
との重なり部の下端縁に、後方に突出する規制片５９ｂが形成されて、該規制片５９ｂの
後端は後壁６３の前面に当接するよう設定される。すなわち、配線用空間６５を引き回さ
れる配線６４が該空間６５の下方に飛び出すのを規制片５９ｂで規制し、前記収容凹部５
６に収容される始動入賞装置３８の装置本体に干渉するのを防止するようにしてある。
【００３６】
（球通路について）
　図１８に示す如く、前記通路形成部５４に形成される各球通路５７,５８は前方に開口
し、該通路５７,５８を画成する壁部６７の前端は、前記フランジ部５４ａの前面と同一
面に位置しており、裏ユニット３１を板部材２６の裏面に取付けた際には壁部６７の前端
が板部材２６の裏面に当接して、該球通路５７,５８の前方開口は板部材２６により塞が
れるようになっている。
【００３７】
　左球通路５７は、図１６に示す如く、上部(収容凹部５６から離間する側)に位置する左
普通入賞口４９ａに連通する第１縦通路５７ａ、中部に位置する左普通入賞口４９ａに連
通する第２縦通路５７ｂ、および下部(収容凹部５６に近接する側)に位置する左普通入賞
口４９ａに連通する第３縦通路５７ｃとを、第１縦通路５７ａおよび第２縦通路５７ｂの
下端に連通して左側から右側に向けて(収容凹部５６に対して離間する側から近接する側
に向けて)下方傾斜する傾斜通路５７ｄの傾斜下端を第３縦通路５７ｃに連通するよう接
続して構成され、３つの普通入賞口４９ａに入賞したパチンコ球を集合して第３縦通路５
７ｃの下流端(下端)に形成した球排出口５７ｅを介して前記セット部材１７の球排出路に
排出するよう構成される。なお、前記通路形成部５４の下辺に形成されるフランジ部５４
ａは、傾斜通路５７ｄを画成する壁部６７の下側に一体的に形成されており、該フランジ
部５４ａを前記板部材２６に当接固定することで、左球通路５７の前端を板部材２６の裏
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面に確実に当接させるようになっている。第３縦通路５７ｃにおける傾斜通路５７ｄの接
続部より下側には球検出手段としての左普通入賞センサ５０が取付けられ、上部および中
部の各左普通入賞口４９ａに入賞し、傾斜通路５７ｄから第３縦通路５７ｃに流入したパ
チンコ球、および下部の左普通入賞口４９ａに入賞して第３縦通路５７ｃに直接流入した
パチンコ球を左普通入賞センサ５０で検出することで賞球が払い出されるようになってい
る。
【００３８】
　右球通路５８は、前記右普通入賞口４９ｂに連通する一つの縦通路５８ａのみから構成
され、右普通入賞口４９ｂに入賞したパチンコ球は、縦通路５８ａの下流端(下端)に形成
した球排出口５８ｂを介して前記セット部材１７の球排出路に排出するよう構成される。
また、縦通路５８ａを画成する壁部６７の下側にも前記フランジ部５４ａが一体的に形成
されており、該フランジ部５４ａを前記板部材２６に当接固定することで、右球通路５８
の前端も板部材２６の裏面に確実に当接させるよう構成してある。なお、縦通路５８ａの
下端部に球検出手段としての右普通入賞センサ５１が取付けられ、右普通入賞口４９ｂに
入賞して縦通路５８ａに流入したパチンコ球を右普通入賞センサ５１で検出することで賞
球が払い出されるようになっている。
【００３９】
　前記両縦通路５７ｃ,５８ａに配設される普通入賞センサ５０,５１としては、該普通入
賞センサ５０,５１に設けた通孔をパチンコ球が通過する際に、該パチンコ球によって押
圧部材が押されることでパチンコ球を検出する機械式のスイッチが用いられるが、通孔を
パチンコ球が通過する際の磁気や静電容量の変化によって球検出を非接触で行なう近接セ
ンサを用いることもできる。
【００４０】
(裏ユニットの材質について)
　前記裏ユニット３１を構成する通路形成部５４は、箱状部５３より軟質な樹脂材料から
形成されて、前記球通路５７,５８を流下するパチンコ球が撥ねるのを抑制し、前記各普
通入賞センサ５０,５１でのチャタリング等の誤検出の発生を抑制し得るようにしてある
。これに対し、裏ユニット３１を構成する箱状部５３は、通路形成部５４より剛性が高い
樹脂材料から形成されて、前記図柄表示装置１３、可動演出装置２７,２８,２９および発
光演出装置３０を配設した際の変形を防止し得るよう構成される。箱状部５３を形成する
樹脂材料としては、例えばＰＣ等が挙げられ、通路形成部５４を形成する樹脂材料として
は、例えばＡＢＳ等が挙げられる。
【００４１】
(可動演出装置、発光演出装置について)
　前記裏ユニット３１の箱状部５３に配設される可動演出装置２７,２８,２９について、
図３または図７を参照してその基本的な構成を簡単に説明する。第１可動演出装置２７は
、箱状部５３における開口部３１ａの上部前側に本体部が配設され、該本体部に支持され
て開口部３１ａの上縁部に沿って左右方向に延在する第１可動体２７ａを、前記図柄表示
装置１３における表示部の前側において上下方向に移動するよう構成される。また第２可
動演出装置２８は、箱状部５３における開口部３１ａの左上部において前記第１可動演出
装置２７の本体部より後方に本体部が配設され、該本体部に支持されて開口部３１ａの上
縁部および左縁部に沿って延在する一対の第２可動体２８ａ,２８ａを、図柄表示装置１
３における表示部の前側から退避した位置と前側に臨む位置との間で開閉動作するよう構
成される。更に、第３可動演出装置２９は、箱状部５３における開口部３１ａの右下部に
本体部が配設され、該本体部に支持されて開口部３１ａの右側縁に沿って延在する第３可
動体２９ａを、図柄表示装置１３における表示部の前側において左右方向に揺動するよう
構成される。なお、第１可動体２７ａおよび第３可動体２９ａは、前記装飾部材３５の窓
口３５ａの内側領域で動作して常に前側から視認し得るのに対し、第２可動体２８ａは窓
口３５ａの内側領域と外側領域との間で移動して、その移動位置によって前側からの視認
範囲が変化するよう設定される。
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【００４２】
　前記箱状部５３には、開口部３１ａの上部、下部および右側部に発光演出装置３０が夫
々配設され、これら発光演出装置３０は前記装飾部材３５の窓口３５ａの内側に臨んで、
発光により前記図柄表示装置１３の表示部の周囲を発光により演出するよう構成される。
【００４３】
(主制御装置について)
　前記遊技盤２４(裏ユニット３１)の裏面に着脱可能に装着される前記図柄表示装置１３
の裏面には、図２または図４に示す如く、該図柄表示装置１３の表示を制御する演出表示
制御装置６８が配設されている。また図柄表示装置１３の裏面には、前記可動演出装置２
７,２８,２９を可動制御したり、前記発光演出装置３０を発光制御したり、パチンコ機１
０に配設されるスピーカ６９(図２２参照)の効果音出力制御等を行なう統括制御装置７０
が、演出表示制御装置６８に隣接して配設されている。パチンコ機１０では、制御装置同
士または制御装置と遊技部品である可動演出装置２７,２８,２９、発光演出装置３０、図
柄表示装置１３、スピーカ６９、始動入賞センサ４０、特別入賞センサ４３、普通入賞セ
ンサ５０,５１およびゲートセンサ４５や後述する磁気センサ７１,７２が配線または後述
する中継基板８３,８４,８５を介して電気的に接続される。
【００４４】
　前記主制御装置２３には、ゲート４４を通過するパチンコ球を検出したゲートセンサ４
５からの検出信号や、始動入賞口３８ｂ,３８ｃに入賞したパチンコ球を検出した始動入
賞センサ４０からの検出信号や、特別入賞口３９ｂに入賞したパチンコ球を検出した特別
入賞センサ４３からの検出信号や、普通入賞口４９ａ,４９ｂに入賞したパチンコ球を検
出した普通入賞センサ５０,５１からの検出信号が入力される。主制御装置２３は、制御
動作を所定の手順で実行することができる主制御用ＣＰＵ、主制御用ＣＰＵの制御プログ
ラムを格納する主制御用ＲＯＭおよび必要なデータの書き込みおよび読み出しができる主
制御用ＲＡＭ等の電子部品(何れも図示せず)を備えている。主制御装置２３は、大当り判
定用乱数、大当り図柄用乱数や変動パターン振分用乱数などの各種乱数の値を所定の周期
毎に更新し、更新後の値を主制御用ＲＡＭの設定領域に記憶(設定)することで更新前の値
を書き換えており、乱数更新処理(乱数生成処理)を実行するようになっている。例えば、
主制御装置２３では、始動入賞センサ４０から検出信号が入力されると、主制御用ＣＰＵ
が主制御用ＲＡＭから大当り判定用乱数を取得し、この大当り判定用乱数と主制御用ＲＯ
Ｍの大当り判定値とを比較し、大当りとするか否かの大当り抽選(大当り判定)を行なう。
また主制御装置２３では、前記大当り判定の結果が大当りの場合には、大当り演出のみが
含まれる変動パターンテーブルから大当り演出を決定する。これに対して、前記大当り判
定の結果がはずれの場合には、はずれ演出のみが含まれる変動パターンテーブルからはず
れ演出を決定する。大当り演出およびはずれ演出の決定は、前記大当り判定と同様に、主
制御用ＣＰＵが主制御用ＲＡＭから取得した乱数により行なう。なお、変動パターンテー
ブルから決定される大当り演出およびはずれ演出の変動パターンは、少なくとも図柄変動
ゲームの変動時間および演出内容を特定するものである。そして、パチンコ機１０では、
主制御装置２３の抽選結果に応じて出力された統括制御装置７０の制御信号に基づいて、
演出表示制御装置６８が図柄表示装置１３に所定の演出表示を行なわせると共に、主制御
装置２３の制御により出力された払出し制御装置２０の制御信号に基づいて、球払出し装
置１９によって所定数の賞球が払い出される。また主制御装置２３では、ゲートセンサ４
５から検出信号が入力されると、前記始動入賞装置３８の羽根部材４１,４１を開放する
か否かの抽選を行なう。なお、前記パチンコ機１０では、統括制御装置７０の制御信号に
基づいて、可動演出装置２７,２８,２９を作動させたり、各発光演出装置３０を発光させ
たり、スピーカ６９から効果音を出力するようになっている。
【００４５】
　前述のように、始動入賞口３８ｂ,３８ｃに入賞したパチンコ球を検出する始動入賞セ
ンサ４０からの検出信号は図柄変動ゲームにおいて大当たり抽選の契機となるので、パチ
ンコ機１０において始動入賞口３８ｂ,３８ｃに対する不正行為を検出する重要性が高い
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。また、ゲート４４を通過するパチンコ球を検出するゲートセンサ４５からの検出信号は
、前記始動入賞装置３８の始動入賞口３８ｂ,３８ｃへのパチンコ球の入賞確率を高める
羽根部材４１,４１を開放するか否かの抽選の契機となるので、パチンコ機１０において
ゲート４４に対する不正行為を検出する重要性も高いものである。これに関連して、前記
装飾部材３５のステージ３７から排出されるパチンコ球は、装飾部材３５内に取込まれる
ことなく遊技領域２５の横部分から下部分に流下するパチンコ球に比べて前記始動入賞口
３８ｂ,３８ｃへの入賞確率は高く、前記ステージ３７に遊技領域２５からパチンコ球を
取込むための前記球導入口３６ａに対する不正行為を検出する重要性も高い。
【００４６】
(磁気センサについて)
　そこで、実施例に係るパチンコ機１０においては、前記ゲート４４、球導入口３６ａお
よび始動入賞口３８ｂ,３８ｃに対する磁石による不正行為を検出する磁気センサ７１,７
２を対応箇所に設ける対策が施されている。実施例では、ゲート４４および球導入口３６
ａに対する不正行為を検出可能な位置に第１磁気センサ７１を配設すると共に、始動入賞
口３８ｂ,３８ｃに対する不正行為を検出可能な位置に第２磁気センサ７２を配設してい
る。両磁気センサ７１,７２は、図２１に示す如く、略長方形状のケーシング７３の内部
に、その長手方向に沿う方向に延在する一対のリード片７４,７４の一部を接離可能に対
向配置して構成されたリードスイッチであって、ケーシング７３の長手方向の一端からリ
ード線７５が延出するよう構成される。
【００４７】
(第１センサ設置部について)
　前記裏ユニット３１における箱状部５３には、前記遊技領域２５における横部分の後方
に臨む位置に、前記第１磁気センサ７１を設置するための第１センサ設置部７６が設けら
れる。第１センサ設置部７６は、図１０,図１１または図１２に示す如く、箱状部５３に
おける左端部において、前記フランジ部５３ａの前面から所定長だけ後退して位置する前
壁７６ａと、該前壁７６ａの裏面から後方に延出する略角筒状の側壁７６ｂとから後方に
開口する第１収容部(収容部)７７が画成される。第１収容部７７は、第１磁気センサ７１
を、リード片７４の延在方向が上下方向となる縦向き姿勢で収容可能な形状に形成される
。また、第１収容部７７の上端側の側壁７６ｂ後端に当接部７６ｃが、第１収容部７７の
後方に所定長さで張出すよう形成されると共に、上下方向に延在する一方の側壁７６ｂの
下端部(当接部７６ｃから離間する側)に、第１磁気センサ７１におけるケーシング７３の
裏面に係脱自在に係合する弾性変形可能なフック状の保持片７６ｄが形成されている。そ
して、第１磁気センサ７１のケーシング７３における上端部を第１収容部７７に収容して
その裏面を当接部７６ｃに当接した状態で、保持片７６ｄがケーシング７３の裏面に係合
することで、第１磁気センサ７１は縦向き姿勢で第１収容部７７内に着脱自在に位置決め
固定される。また第１センサ設置部７６に位置め固定された第１磁気センサ７１は、リー
ド片７４,７４の延在方向が、前記板部材２６の裏面と平行となる姿勢で位置決めされる
。第１センサ設置部７６に位置決め固定された第１磁気センサ７１は、図９に示す如く、
前記ゲート４４の下方でかつ装飾部材３５の球導入口３６ａの側方に位置して、その磁気
検出可能範囲がゲート４４および球導入口３６ａに及ぶ位置に臨むように、当該第１セン
サ設置部７６の位置が設定してある。すなわち、実施例では、第１磁気センサ７１の磁気
検出可能範囲は、遊技領域２５における装飾部材３５の左側に位置する横部分を左右方向
に横断する領域をカバーするよう第１センサ設置部７６の位置が設定される。
【００４８】
(第２センサ設置部について)
　前記裏ユニット３１における通路形成部５４には、前記収容凹部５６の左側方の位置に
、前記第２磁気センサ７２を設置するための第２センサ設置部７８が設けられている。第
２センサ設置部７８は、図１４,図１５,図１６または図１７に示す如く、通路形成部５４
における左球通路５７の上方において、前記フランジ部５４ａの前面と前面が同一面に臨
むように位置する前壁７８ａと、該前壁７８ａの裏面から後方に延出する略角筒状の側壁
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７８ｂとから後方に開口する第２収容部７９が画成される。第２収容部７９は、第２磁気
センサ７２を、リード片７４の延在方向が左右方向となる横向き姿勢で収容可能な形状に
形成される。また、第２収容部７９の右端側の側壁７８ｂ後端に当接部７８ｃが、第２収
容部７９の後方に所定長さで張出すよう形成されると共に、左右方向に延在する一方の側
壁７８ｂの左端部(当接部７８ｃから離間する側)に、第２磁気センサ７２におけるケーシ
ング７３の裏面に係脱自在に係合する弾性変形可能なフック状の保持片７８ｄが形成され
ている。そして、第２磁気センサ７２のケーシング７３における右端部を第２収容部７９
に収容してその裏面を当接部７８ｃに当接した状態で、保持片７８ｄがケーシング７３の
後面に係合することで、第２磁気センサ７２は横向き姿勢で第２収容部７９内に着脱自在
に位置決め固定される。また第２センサ設置部７８に位置め固定された第２磁気センサ７
２は、リード片７４,７４の延在方向が、前記板部材２６の裏面と平行となる姿勢で位置
決めされる。第２センサ設置部７８に位置決め固定された第２磁気センサ７２は、図１３
に示す如く、前記始動入賞装置３８の側方でかつ左普通入賞口４９ａの上方に位置して、
その磁気検出可能範囲が始動入賞装置３８の上下の始動入賞口３８ｂ,３８ｃ、特別入賞
装置３９の特別入賞口３９ｂおよび左右の上下の誘導路４７,４８の落下口４７ａ,４８ａ
に及ぶ位置に臨むように、当該第２センサ設置部７８の位置が設定してある。なお、実施
例では、第２磁気センサ７２の磁気検出可能範囲は、３つの左普通入賞口４９ａおよび１
つの右普通入賞口４９ｂにも及ぶように第２センサ設置部７８の位置が設定されている。
【００４９】
　すなわち、実施例では、遊技領域２５の横部分に対応して縦向き姿勢で配設された第１
磁気センサ７１および遊技領域２５の下部分に対応して横向き姿勢で配設された第２磁気
センサ７２の磁気検出可能範囲が、当該遊技盤２４に画成されてパチンコ球が流下可能な
遊技領域２５の略全体をカバーし得るよう構成される。なお、リードスイッチである磁気
センサには、該センサに近接する部分ではあっても構造に起因して磁気を検出不能な不感
知領域が存在するが、実施例では２つの磁気センサ７１,７２は、一方の不感知領域を他
方の磁気検出可能範囲で相互にカバーし得る配置としてある。
【００５０】
(基板設置部について)
　前記裏ユニット３１における通路形成部５４の裏面には、図４,図５,図８または図１９
に示す如く、第１～第３中継基板設置部８０,８１,８２が左右方向に隣接して形成されて
いる。そして、前記第１～第３中継基板設置部８０,８１,８２には、複数のコネクタ接続
部が設けられた第１～第３の中継基板８３,８４,８５が配設されて、該第１～第３の中継
基板８３,８４,８５に設けたコネクタ接続部に対して、前記可動演出装置２７,２８,２９
や発光演出装置３０等の遊技部品に接続した配線６４が接続されると共に、前記統括制御
装置７０に接続した配線を第１～第３の中継基板８３,８４,８５にコネクタ接続するよう
構成されている。裏ユニット３１を裏側から視た図５において右側に位置する第１中継基
板設置部８０は、前記左球通路５７の裏側に位置し、同図５において左側に位置する第３
中継基板設置部８２は、前記右球通路５８より右側で前記収容凹部５６の裏側に位置し、
同図５において中央に位置する第２中継基板設置部８１は、前記収容凹部５６の裏側に位
置している。なお、通路形成部５４における第１中継基板設置部８０が設けられる部位は
前方に凹設されて、その前部側に前記第２センサ設置部７８が形成されている。また、前
記第１および第２磁気センサ７１,７２に接続するリード線７５,７５は、第２中継基板設
置部８１に配設された第２中継基板８４にコネクタ接続されて、両磁気センサ７１,７２
が統括制御装置７０に電気的に接続されるようになっている。そして、各磁気センサ７１
,７２が磁気を検出すると、検出信号が第２中継基板８４を介して統括制御装置７０に送
られ、該統括制御装置７０では、異常報知を行なうよう設定される。この異常報知として
は、例えばパチンコ機１０に設けられる全ての発光装置を点滅したり、前記スピーカ６９
により異常を音声により報知する等が挙げられる。
【００５１】
　前記基板設置部８０,８１,８２は、基本的には同じ構造であって、中継基板８３,８４,
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８５の一端に係止する係止部８６と、中継基板８３,８４,８５の他端に係脱自在に係合す
る弾性変形可能な係止フック８７とが通路形成部５４に一体形成されて構成される。そし
て、基板設置部８０,８１,８２に対して中継基板８３,８４,８５を取付けたり取外す際に
は、係止フック８７を弾性変形して中継基板８３,８４,８５の他端に係止したり離脱する
ことで行なわれる。
【００５２】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の作用につき説明する。
【００５３】
　前記遊技領域２５に打ち出されたパチンコ球は、前記装飾部材３５の左側の遊技領域２
５を、前記複数の遊技釘４６に当たることによって不規則な流路を流下する。そして、遊
技領域２５を流下するパチンコ球が装飾部材３５の前記球導入路３６ａから球通路部３６
に通入すると、該パチンコ球は前記ステージ３７に通出され、該ステージ３７を左右に転
動した後に遊技領域２５に排出され、このパチンコ球は始動入賞装置３８の上部始動入賞
口３８ｂや普通入賞口４９ａ,４９ｂに入賞可能となる。何れの入賞口３８ｂ,４９ａ,４
９ｂにも入賞しなかったパチンコ球は、前記アウト口５２から盤裏側に排出される。
【００５４】
　前記球通路部３６に通入しなかったパチンコ球は、前記左側の上下の誘導路４７,４８
の傾斜上端部に至る。そして、上段誘導路４７に導入されたパチンコ球は、前記始動入賞
装置３８の上部始動入賞口３８ｂに向けて誘導され、該上部始動入賞口３８ｂに入賞可能
となる。また、下段誘導路４８に導入されたパチンコ球は、始動入賞装置３８の下部始動
入賞口３８ｃに向けて誘導される。なお、前記羽根部材４１,４１が閉鎖状態であれば、
下部始動入賞口３８ｃにはパチンコ球が入賞不能な状態であるので、下段誘導路４８で誘
導されたパチンコ球は遊技領域２５を最下端まで流下して前記アウト口５２から盤裏側に
排出される。なお、前記上下の誘導路４７,４８には、複数の落下口４７ａ,４８ａが形成
されているから、該誘導路４７,４８で誘導される全てのパチンコ球が上下の始動入賞口
３８ｂ,３８ｃまで誘導されるものではなく、一部のパチンコ球は誘導途中で落下口４７
ａ,４８ａから路外に落下する。但し、上段誘導路４７の落下口４７ａから落下したパチ
ンコ球は、下段誘導路４８で始動入賞装置３８の下部始動入賞口３８ｃに向けて誘導され
る可能性はある。
【００５５】
　前記下段誘導路４８の落下口４８ａから落下したパチンコ球は、遊技釘４６に当たるこ
とによって不規則に方向を変えつつ流下し、前記複数の左普通入賞口４９ａに入賞可能と
なる。また、左普通入賞口４９ａに入賞しなかったパチンコ球は、前記アウト口５２から
盤裏側に排出される。
【００５６】
　前記装飾部材３５の横部分の遊技領域２５を流下するパチンコ球が前記ゲート４４を通
過すると、前記ゲートセンサ４５の球検出に基づいて前記普通図柄表示装置による抽選が
行なわれる。そして、抽選の結果、当りとなった場合は、前記始動入賞装置３８の羽根部
材４１,４１が開放されて、下部始動入賞口３８ｃへの入賞確率が高まる。始動入賞装置
３８の上部または下部の始動入賞口３８ｂ,３８ｃにパチンコ球が入賞すると、前記主制
御装置２３の制御信号に基づいて、前記図柄表示装置１３の図柄が変動開始され、所要の
図柄組合わせゲームが展開される。そして、前記図柄表示装置１３で展開される図柄変動
ゲームの結果、図柄表示装置１３に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに、
前記特別入賞装置３９の開閉扉４２が閉状態から開状態に作動することで特別入賞口３９
ｂを開放して所謂大当りが発生し、多数の賞球の獲得が可能となる。
【００５７】
(磁気センサに関する作用について)
　前述したように、前記図柄表示装置１３による図柄変動ゲームを開始させる契機となる
始動入賞装置３８の始動入賞口３８ｂ,３８ｃは、不正行為を意図している不正遊技者が
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磁石を用いた不正行為で狙われ易い部位である。この不正行為としては、前記ガラス板１
４ａに近づけた磁石でパチンコ球を吸着して、上部始動入賞口３８ｂや開放状態となった
下部始動入賞口３８ｃに直にパチンコ球を入賞させる行為や、前記上下の誘導路４７,４
８の落下口４７ａ,４８ａの下側に磁石でパチンコ球を集めてわざと詰まらせる行為が挙
げられる。しかるに、前記始動入賞口３８ｂ,３８ｃに直にパチンコ球を入賞させる不正
行為や、前記誘導路４７,４８の落下口４７ａ,４８ａをパチンコ球で塞ぐ不正行為がなさ
れた場合は、始動入賞口３８ｂ,３８ｃへの入賞確率が異常に上昇するため、遊技店では
不正行為を容易に知ることができる。このため、不正遊技者は、始動入賞口３８ｂ,３８
ｃを直接狙うことなく、前記羽根部材４１,４１を開放させる契機となるゲート４４への
パチンコ球の通過確率を高めたり、ステージ３７にパチンコ球がより多く取り込まれるよ
うに、ゲート４４や球導入口３６ａに対して前述した不正行為を行なう場合がある。
【００５８】
　この場合に、前記板部材２６の裏側における前記遊技領域２５の横部分に後方に、図９
～図１２に示す如く、前記第１磁気センサ７１が配設され、しかも該磁気センサ７１は、
磁気検出可能範囲が、ゲート４４および球導入口３６ａに及ぶ位置に臨むように配置され
ている。従って、ゲート４４や球導入口３６ａの前側に臨むガラス板１４ａに磁石が近づ
けられたときには、該磁石の磁力を第１磁気センサ７１で検出して不正行為が行なわれて
いることを発見することができる。そして、第１磁気センサ７１が磁気を検出した場合は
、前記統括制御装置７０の制御下に異常報知が行なわれ、不正行為を防ぐことができる。
【００５９】
　ここで、前記ゲート４４および球導入口３６ａが臨む遊技領域２５の横部分は上下方向
に長い部分であり、前記第１磁気センサ７１を、前述したようにリード片７４の延在方向
が前記板部材２６の裏面と平行で、かつリード片７４の延在方向が上下方向に沿う縦向き
姿勢で配置することで、１つの第１磁気センサ７１による磁気を検出し得る範囲は上下方
向に長い横部分に対応し、複数の磁気センサを用いることなくゲート４４および球導入口
３６ａに及ぶ広範囲での磁石による不正行為を検出することが可能となり、コストを低廉
に抑えることができる。また、図１１に示す如く、前記板部材２６の裏面に対向して第１
磁気センサ７１を裏ユニット３１に配設することで、第１磁気センサ７１と板部材２６の
前面との離間距離は短かくなるから、検出感度の低い磁気センサを使用することが可能と
なり、コストを低減することができる。しかも、第１磁気センサ７１の第１センサ設置部
７６を裏ユニット３１に設け、かつ第１磁気センサ７１の姿勢を長手方向(リード片７４
の延在方向)が上下方向に沿うようにしているから、遊技盤２４の後方に第１磁気センサ
７１が突出することはなく、第１磁気センサ７１が他の部材の取付けの障害となることは
ない。なお、第１センサ設置部７６の前壁７６ａは、裏ユニット３１におけるフランジ部
５３ａの前面から所定長さだけ後退して位置するよう設定してあるから、該前壁７６ａと
板部材２６の裏面との間には隙間が形成され、前記ゲートセンサ４５から導出する配線等
が前壁７６ａと板部材２６とで挟み込まれるのは防止される。
【００６０】
　前記板部材２６の裏側における前記始動入賞装置３８の左側に、図１３に示す如く、前
記第２磁気センサ７２が配設され、しかも該磁気センサ７２は、磁気検出可能範囲が、始
動入賞装置３８の上下の始動入賞口３８ｂ,３８ｃおよび左右の上下の誘導路４７,４８の
落下口４７ａ,４８ａに及ぶ位置に臨むように配置されている。従って、上下の始動入賞
口３８ｂ,３８ｃの前側に臨むガラス板１４ａおよび上下の落下口４７ａ,４８ａの下側に
臨むガラス板１４ａに磁石が近づけられたときには、該磁石の磁力を第２磁気センサ７２
で検出して不正行為が行なわれていることを発見することができる。そして、第２磁気セ
ンサ７２が磁気を検出した場合は、前記統括制御装置７０の制御下に異常報知が行なわれ
、不正行為を防ぐことができる。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、前記ゲート４４
や球導入口３６ａを介して始動入賞口３８ｂ,３８ｃを関接的に狙う不正行為のみならず
、該始動入賞口３８ｂ,３８ｃを直接的に狙う不正行為をも検出することができる。
【００６１】
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　ここで、不正遊技者は、磁石を用いて前記普通入賞口４９ａ,４９ｂに直にパチンコ球
を入賞させることで、賞球を不正に稼ぐ行為を行なう場合がある。しかるに、前記第２磁
気センサ７２の磁気検出可能範囲は、左右の普通入賞口４９ａ,４９ｂにも及ぶように設
定されているから、該普通入賞口４９ａ,４９ｂに直にパチンコ球を不正入賞させるため
にガラス板１４ａに近づけた磁石の磁気も、該第２磁気センサ７２で検出することができ
る。すなわち、第２磁気センサ７２では、始動入賞装置３８へのパチンコ球の誘導確率を
不正に上げるための行為および普通入賞口４９ａ,４９ｂへ直にパチンコ球を不正入賞さ
せる行為の何れをも検出することができる。また、第２磁気センサ７２の磁気検出可能範
囲は、特別入賞装置３９の特別入賞口３９ｂにも及ぶように設定されているから、「大当
り」の発生時において特別入賞口３９ｂが開放された際に、パチンコ球を磁石を用いて不
正入賞させる行為も検出することができる。
【００６２】
　前記始動入賞装置３８や普通入賞口４９ａ,４９ｂが臨む遊技領域２５の下部分は左右
方向に長い部分であり、前記第２磁気センサ７２を、前述したようにリード片７４の延在
方向が前記板部材２６の裏面と平行で、かつリード片７４の延在方向が左右方向に沿う横
向き姿勢で配置することで、１つの第２磁気センサ７２による磁気を検出し得る範囲は左
右方向に長い下部分に対応し、複数の磁気センサを用いることなく始動入賞装置３８や普
通入賞口４９ａ,４９ｂに及ぶ広範囲での磁石による不正行為を検出することが可能とな
り、コストを低廉に抑えることができる。また、図１５に示す如く、前記板部材２６の裏
面に対向して第２磁気センサ７２を裏ユニット３１に配設することで、第２磁気センサ７
２と板部材２６の前面との離間距離は短かくなるから、検出感度の低い磁気センサを使用
することが可能となり、コストを低減することができる。しかも、第２磁気センサ７２の
第２センサ設置部７８を裏ユニット３１に設け、かつ第２磁気センサ７２の姿勢を長手方
向(リード片７４の延在方向)が左右方向に沿うようにしているから、遊技盤２４の後方に
第２磁気センサ７２が突出することはなく、第２磁気センサ７２が他の部材の取付けの障
害となることはない。
【００６３】
　ここで、不正遊技者が磁石を用いて前記普通入賞口４９ａ,４９ｂを狙う不正行為とし
ては、該普通入賞口４９ａ,４９ｂの上流側の遊技領域２５において、該普通入賞口４９
ａ,４９ｂへ向けてパチンコ球が流下し易いように遊技釘４６間にパチンコ球を詰まらせ
る行為が考えられる。この場合において、左普通入賞口４９ａの上流側の遊技領域２５に
の後方には、前記ゲート４４および球導入口３６ａに対する不正行為を検出する第１磁気
センサ７１が配置されているから、左普通入賞口４９ａの上流側の遊技領域２５でパチン
コ球を詰まらせる不正行為は、当該第１磁気センサ７１で検出することができる。なお、
実施例のパチンコ機１０では、前述したように前記装飾部材３５の側方においてパチンコ
球が流下可能な遊技領域２５は左側にのみ設けられているから、前記右普通入賞口４９ｂ
に対して上流側の遊技領域２５でパチンコ球を詰まらせる不正行為を検出する磁気センサ
を設ける必要はなく、左側の遊技領域２５での不正行為のみを検出すれば足りるから磁気
センサの数を低減し得る。
【００６４】
　すなわち実施例では、図９および図１３に示す如く、遊技領域２５の横部分に対応して
第１磁気センサ７１を縦向き姿勢で配置すると共に、遊技領域２５の下部分に対応して第
２磁気センサ７２を横向き姿勢で配置することで、必要最低限の数のセンサでパチンコ球
が流下可能な遊技領域２５の略全体の不正行為を検出可能にカバーし得る。また各磁気セ
ンサ７１,７２は、対応するセンサ設置部７６,７８に対して収容部７７,７９に後側から
収容するだけ、当接部７６ｃ,７８ｃおよび保持片７６ｄ,７８ｄを介して簡単に位置決め
保持することができる。そして、収容部７７,７９に収容された磁気センサ７１,７２は、
板部材２６に裏ユニット３１を組付けする際等に、他の部品に接触等して破損するのを好
適に防止することができる。
【００６５】
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(裏ユニットの作用について)
　前記箱状部５３に対して通路形成部５４は、各突部６０を対応する孔部６１に夫々嵌挿
したもとで、各孔部６１の底壁に形成した通孔に挿通したネジを突部６０のネジ孔に螺挿
することで位置決め固定される。そして、箱状部５３に通路形成部５４を組付けることで
構成された裏ユニット３１は、前記各フランジ部５３ａ,５４ａの前面を板部材２６の裏
面に当接してネジ止めすることで該板部材２６の裏面に位置決め固定される。箱状部５３
は、通路形成部５４に比較して剛性が高く、複数の前記可動演出装置２７,２８,２９や発
光演出装置３０を配設した際の変形を抑制し得るよう構成されているから、板部材２６に
裏ユニット３１を配設した際の各可動演出装置２７,２８,２９や発光演出装置３０を適正
な位置に保持することができる。また、剛性の高い箱状部５３に対して突部６０と孔部６
１との嵌合構造により通路形成部５４を固定しているから、両者５３,５４を正確に位置
決めすることができると共に、当該通路形成部５４の変形も抑制され、通路形成部５４に
設けた各球通路５７,５８と、板部材２６に設けた対応する普通入賞口４９ａ,４９ｂとを
連通するように位置決めすることができる。
【００６６】
　前記各左普通入賞口４９ａに入賞したパチンコ球は、前記左球通路５７に通入して集合
され、前記第３縦通路５７ｃを落下する過程で、前記左普通入賞センサ５０で検出される
。また右普通入賞口４９ｂに入賞したパチンコ球は、前記右球通路５８に通入して縦通路
５８ａを落下する過程で、前記右普通入賞センサ５１で検出される。左右の普通入賞セン
サ５０,５１によるパチンコ球の検出信号に基づき、前記主制御装置２３の制御により出
力された払出し制御装置２０の制御信号に基づいて、前記球払出し装置１９によって所定
数の賞球が払い出される。
【００６７】
　前記通路形成部５４は、剛性の高い前記箱状部５３に比較して軟質に形成してあるから
、前記各普通入賞口４９ａ,４９ｂを介して対応する球通路５７,５８に通入して流下する
パチンコ球が該通路５７,５８を画成する壁部内面に当たった際に撥ねるのを抑制するこ
とができ、前記普通入賞センサ５０,５１でのチャタリング等の検出不良の発生を抑制し
得る。また、箱状部５３に比較して軟質な通路形成部５４では、球通路５７,５８をパチ
ンコ球が流下するときに壁部内面に当たった際の騒音を、箱状部５３と同一材質である場
合に比べて低減することができる。しかも、設計変更の頻度の高い通路形成部５４を、設
計変更の頻度の低い箱状部５３と別体で形成して着脱自在に組付けるよう構成してあるの
で、裏ユニット３１において通路形成部５４のみの設計変更に簡単かつ低コストで対応す
ることができる。すなわち、設計変更の頻度の高い通路形成部５４を箱状部５３とは別体
で構成することで、該通路形成部５４と箱状部５３との材質を変えることができ、これに
より通路形成部５４のみの設計変更に簡単かつ低コストで対応し得、かつ普通入賞センサ
５０,５１での検出不良や騒音を抑制し得るものである。
【００６８】
　また、前記通路形成部５４の裏面に形成された各基板設置部８０,８１,８２に対して対
応する中継基板８３,８４,８５を着脱自在に保持するための係止フック８７は、該通路形
成部５４に一体に形成されて該係止フック８７も軟質である。従って、基板設置部８０,
８１,８２に対して中継基板８３,８４,８５を着脱する際の係止フック８７の弾性変形が
容易で作業性が良好になると共に、通路形成部５４および係止フック８７を箱状部５３と
同一材質で形成した場合に比べて該係止フック８７の破損を抑制することができる。
【００６９】
　前記箱状部５３と通路形成部５４との重なり部に画成された前記配線用空間６５には、
図２０に示す如く、箱状部５３に配設されている各可動演出装置２７,２８,２９や発光演
出装置３０から導出する配線６４の一部が引き回されて、その端部は前記第２中継基板８
４にコネクタ接続される。すなわち、配線用空間６５に引き回される配線６４を保護する
ことができる。しかも、配線用空間６５は、別体で形成された箱状部５３と通路形成部５
４とを組付けることで画成するようにしたものであるから、箱状部５３と通路形成部５４
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とを一体で形成したものに比べ、別途配線用空間を画成するための加工を施したり形状を
設定する必要はなく、低コストで配線６４を保護するための配線用空間６５を簡単に画成
し得る。
【００７０】
　なお、図２０に示す如く、前記箱状部５３の設置壁５９における配線用空間６５に臨む
部分に配線フック５９ａを形成して、該配線フック５９ａで前記配線６４を係止し、かつ
設置壁５９の下端縁に前記規制片５９ｂを形成してあるから、配線用空間６５を引き回さ
れている配線６４が、前記通路形成部５４の収容凹部５６内に垂れ下がることは防止され
、該収容凹部５６に収容される前記始動入賞装置３８の装置本体と干渉することはない。
【００７１】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 遊技盤を構成する板部材は、木製に限らず、アクリルやポリカーボネート等の光透過
性の合成樹脂材からなる透明板であってもよい。そして、板部材を透明板で構成した場合
は、貫通口を設けることなく該透明板自体を透かして図柄表示装置の表示部を前側から視
認可能とし得る。
(2) 実施例では、遊技領域における下部分の左側に３つの左普通入賞口を設けたが、該左
普通入賞口は１つ、２つ、あるいは４つ以上であってもよい。
(3) 実施例では、始動入賞装置の始動入賞口を上下２段で形成したが、上または下の何れ
か１つであってもよく、その場合は誘導路も対応する位置に１つ形成されていればよい。
(4) 実施例では、箱状部と設置壁に対して通路形成部の左右方向の一部(後壁)が前後に重
なる場合で説明したが、設置壁に対して通路形成部が左右方向の全長に亘って前後に重な
る構成として、該通路形成部の左右方向の全長に亘って配線用空間を画成するよう構成し
てもよい。
(5) 実施例では、通路形成部の裏面に３つの基板設置部を形成したが、該基板設置部は１
つ、２つ、あるいは４つ以上であってもよい。
(6) 実施例では、装飾部材の側方において左側にのみパチンコ球が流下する遊技領域を形
成したが、装飾部材の左右両側にパチンコ球が流下する遊技領域が形成されるものであっ
てもよい。
(7) 実施例では、磁気センサを装飾部材の左側方および下方左側(始動入賞装置の左側)に
配設したが、装飾部材の下方右側(始動入賞装置の右側)に配設してもよく、また装飾部材
の外側に形成される遊技領域の形態が、例ば左右方向の中央を挟んで対称であれば、第１
磁気センサおよび第２磁気センサを左右対称に配置する構成を採用し得る。
(8) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチンコ
球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【００７２】
(付記)
　第１および第２磁気センサは、各センサの不感知領域が磁気検出可能範囲で相互にカバ
ーされるように配置される。
　この構成によれば、単一の磁気センサでは検出できない領域を無くすことができる。
【符号の説明】
【００７３】
　２４　遊技盤
　２５　遊技領域
　２６　板部材
　３１　裏ユニット
　３５　装飾部材
　３６ａ　球導入口
　３８　始動入賞装置(入賞装置)
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　３８ｂ　上部始動入賞口(入賞口)
　３８ｃ　下部始動入賞口(入賞口)
　４４　ゲート
　４５　ゲートセンサ
　４９ａ　左普通入賞口(普通入賞口)
　５３　箱状部
　５３ａ　フランジ部
　５４　通路形成部
　７１　第１磁気センサ(磁気センサ)
　７２　第２磁気センサ(第２の磁気センサ)
　７３　ケーシング
　７４　リード片
　７６　第１センサ設置部(センサ設置部)
　７６ａ　前壁
　７６ｂ　側壁
　７６ｄ　保持片
　７７　第１収容部(収容部)
　７８　第２センサ設置部(第２のセンサ設置部)
　７９　第２収容部(収容部)
　８０　第１中継基板設置部(中継基板設置部)
　８３　第１の中継基板(中継基板)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(22) JP 5507961 B2 2014.5.28

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】
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